
各 協 議 事 項 の 概 要 

 

○協議事項 1  五泉市地域公共交通網形成計画（案）について （※資料 1-1、1-2） 

第 4回協議会後、1月 28日から 2月 26日まで実施したパブリックコメントにて、1名から 1件の意見を

いただきました。それに対し、内容をふまえ資料 1－1の通り公表を行いたく、協議をお願いするものです。 

合わせて、以上のパブリックコメント、及び一部の修正をふまえ、五泉市地域公共交通網形成計画の策

定についてご承認をいただきたく、協議をお願いするものです。（※修正箇所は以下のとおり） 

 

※修正箇所 

・P6       第 2次五泉市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定を踏まえた図等の修正 

・P97～    巻末資料の追加 

・P34ほか  「複合施設」 を 「（仮称）交流拠点複合施設」へ表現を修正 

・その他   文字の太さや配置など、内容に影響を及ぼさない修正 

 

○協議事項 2  令和 2年度 生活交通確保維持改善計画（変更案） （※資料 2） 

地域公共交通網形成計画策定（承認）に伴い、令和 2年度 生活交通確保維持改善計画を資料 2のと

おり修正のうえ、国へ変更申請を行うため、協議をお願いするものです。（※赤字箇所を修正） 

 

○協議事項 3  令和 2年度 事業実施計画（案) （※資料 3） 

ふれあいバスとさくら号の運行、公共交通利用促進事業など既存の事業に加え、地域公共交通網形成

計画に位置けている取組みを盛り込んだ次年度の実施計画について、協議をお願いするものです。 

 

○協議事項 4  令和 2年度 予算（案) （※資料 4） 

上記の事業実施のため、資料 4のとおり予算を計上して良いか、協議をお願いするものです。 

なお、新型コロナウイルスや国・県補助額の変更など、歳入・歳出へ影響を及ぼすおそれは想定される

ものの、現時点では見通しが定まっていないことから、確定している要素のみを計上しております。 

 

※報告事項１  ふれあいバス・さくら号の利用の推移・状況 （※資料 5・6・７） 

今年度のふれあいバスの利用者数は概ね前年度並みに推移しており、一方、さくら号については微減

の推移をたどりました。しかし、令和 2年 3月は、新型コロナウイルス感染拡大や高等学校の休校等の影

響によって利用者が大きく減少しており、現在のような状況が長引くほど、今後の利用者数に影響が生じ

ることが危惧されます。（※今回の令和 2年 3月分見込みは、前年度比により算出） 

 

※報告事項 2  令和元年度 地域公共交通確保維持改善事業に関する二次評価について （※資料 8） 

前回協議会にて実施した補助事業の一次評価に対し、国が実施した二次評価結果が通知されました。  


